
総
務
常
任
委
員
会
（
青
木

綱
次
郎
委
員
長

６
人
）
は

３
月
９
日
に
委
員
会
を
開
会

し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
６
件

の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
、
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第
１
号

京
田
辺
市

一
般
職
員
の
任
期
付
職
員
の

採
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

一
定
期
間
内
で
の
業
務
の

終
了
、
業
務
増
へ
の
任
期
付

採
用
の
拡
大
と
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員
の
採
用
が
新
設

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
市

に
お
い
て
も
採
用
を
行
え
る

よ
う
に
す
る
た
め
提
案
す
る

も
の
。【

賛
成
全
員

可
決
】

こ
の
改
正
で
想
定
し

て
い
る
も
の
は
何
か
。

助
役

一
定
期
間
内
の
イ

ベ
ン
ト
で
専
門
的
知
識
や
経

験
の
あ
る
者
を
任
期
付
職
員

と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

◆
議
案
第
２
号

京
田
辺
市

監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

主
な
改
正
内
容
は
、
監
査

委
員
が
決
定
し
た
処
分
に
お

い
て
、
当
該
処
分
に
係
る
訴

訟
の
相
手
方
は
、
従
来
は
市

長
で
あ
っ
た
の
が
、
本
条
例

の
一
部
改
正
で
代
表
監
査
委

員
と
な
る
。

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
議
案
第
３
号

京
田
辺
市

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
議
案
第
４
号

京
田
辺
市

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

職
員
以
外
の
者
が
、
市
の

機
関
の
依
頼
又
は
要
求
に
応

じ
、
公
務
の
遂
行
を
補
助
す

る
た
め
、
行
政
参
考
人
等
と

し
て
旅
行
し
た
場
合
に
、
旅

費
を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
。

【
賛
成
全
員
：
可
決
】

◆
議
案
第

号

京
都
府
自

治
会
館
管
理
組
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
及
び
京
都
府
自
治
会
館
管

理
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
議
案
第

号

京
都
府
市

町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の

数
の
増
減
及
び
京
都
府
市
町

村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

（
水
野
恭
子
委
員
長

７
人
）

は
３
月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
６

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第
５
号

京
田
辺
市

福
祉
事
務
所
設
置
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

大
住
児
童
館
開
館
後

の
企
画
、
運
営
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

児
童
福
祉
課
長

児
童
館

の
施
設
利
用
者
会
議
で
協
議

を
行
い
、
親
子
教
室
や
育
児

サ
ー
ク
ル
の
育
成
、
子
育
て

相
談
等
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

福
祉
事
務
所
の
窓
口

を
一
本
化
に
出
来
な
い

か
。助

役

市
民
の
来
庁
目
的

が
各
課
に
ま
た
が
る
の
で
、

現
実
的
に
は
難
し
い
。

◆
議
案
第
６
号

京
田
辺
市

社
会
福
祉
法
人
の
助
成
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

助
成
対
象
は
市
内
に

多くの市民が訪れる 市民課窓口

箱づくりを行う作業所生
（たなべ緑の風作業所）

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

今
日
の
経
済
情
勢
の
変
化

に
鑑
み
て
、
１
万
円
を
限
度

と
し
て
、
企
業
職
員
に
支
給

し
て
い
る
企
業
手
当
を
平
成

年
４
月
１
日
か
ら
廃
止
す

る
も
の
。

【
賛
成
全
員

可
決
】

企
業
手
当
を
支
出
し

て
き
た
根
拠
は
何
か
。

水
道
事
業
管
理
者

公
営

企
業
法

条
で
あ
る
。

い
つ
か
ら
支
出
し
て

き
た
の
か
。
支
給
額
は
。

水
道
事
業
管
理
者

昭
和

年
か
ら
支
給
し
て
き
た
。

業
務
課
長

現
在
、
年
間

で
３
８
０
万
円
程
度
支
出
し

て
い
る
。企

業
手
当
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
理
由
は
。

水
道
事
業
管
理
者

今
日

の
経
済
及
び
社
会
情
勢
の
変

化
に
鑑
み
た
こ
と
、
企
業
経

営
の
状
況
、
他
市
の
状
況
な

ど
を
考
慮
し
た
。

水道事業の新拠点 水道部事務所

◆
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

の
現
状
と
問
題
に
つ
い
て

同
セ
ン
タ
ー
で
会
員

か
ら
の
署
名
を
添
え
た

事
務
局
長
の
解
任
要
求
や
、

事
務
局
職
員
の
給
与
割
り
増

し
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る

が
、
把
握
し
て
い
る
か
。

福
祉
部
長

署
名
を
添
え

た
だ
け
で
は
、
解
任
の
理
由

に
は
な
ら
な
い
。
要
求
書
は

撤
回
済
み
で
あ
る
。
給
与
の

関
係
は
、
事
務
的
な
ミ
ス
で

あ
り
、
全
員
が
該
当
分
を
全

額
返
還
し
て
い
る
。

◆
青
少
年
を
守
る
会
の
会
計

調
査
報
告
に
つ
い
て

同
会
に
お
い
て
不
正

経
理
が
あ
っ
た
と
聞
く

が
、
調
査
結
果
は
。

社
会
教
育
課
長

３
月
に

同
会
が
取
り
扱
っ
て
い
る
簡

易
保
険
会
計
の
中
で
、
約
９

４
５
万
円
の
使
途
不
明
金
が

あ
っ
た
と
の
報
告
を
受
け
た
。

市
は
指
導
を
ど
の
よ

う
に
行
っ
て
い
く
の
か
。

教
育
長

重
い
問
題
で
あ

る
。
今
後
、
人
的
な
構
築
、

金
銭
処
理
等
の
問
題
に
つ
い

て
、
技
術
的
援
助
、
支
援
は

行
い
た
い
。

◆
留
守
家
庭
児
童
会
に
つ
い

て

来
年
度
の
希
望
者
は

何
人
か
。
ま
た
、
全
員

受
け
入
れ
が
可
能
か
。

社
会
教
育
課
長

現
在
希

望
者
は
、３
３
２
人
で
あ
る
。

全
員
受
け
入
れ
で
き
る
よ

う
、
教
室
の
確
保
な
ど
、
工

夫
し
て
、
検
討
、
準
備
し
て

い
る
。

担
当
課
の
職
員
は
現

在
、
１
名
で
あ
る
が
、

対
応
は
し
て
い
け
る
か
。

助
役

市
全
体
の
職
員
配

置
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
は
、
１
名
で
対
応
で
き

る
と
考
え
て
お
り
、
増
員
の

計
画
は
な
い
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
喜
多
英
男
委
員
長

７
人
）

は
３
月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
５

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第
９
号

京
田
辺
市

都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

従
前
の
国
有
里
道
、

河
川
が
市
に
移
管
さ
れ
、

市
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
違
い
は
あ
る
の
か
。

建
設
部
次
長

日
常
的
な

使
用
に
つ
い
て
の
変
更
は
な

い
が
、
払
い
下
げ
等
の
手
続

き
は
以
前
よ
り
は
省
略
で
き

る
。

都
市
公
園
に
お
け
る

植
裁
や
遊
具
の
設
置
基

準
等
は
あ
る
の
か
。

都
市
整
備
課
指
導
主
幹

開
発
指
導
要
綱
に
明
記
す
る

遊
具
に
つ
い
て
は
、
出
来
る

だ
け
設
置
を
し
、
植
裁
は
協

議
の
中
で
進
め
て
い
る
。

◆
議
案
第

号

京
都
府
市

町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の

数
の
減
少
及
び
京
都
府
市
町

村
交
通
災
害
共
済
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

【
賛
成
全
員

可
決
】

◆
議
案
第

号

京
都
府
市

町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
の

解
散
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数

可
決
】

◆
議
案
第

号

京
都
府
市

町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
の

解
散
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ

い
て現

在
、
災
害
見
舞
金
支
払

い
事
務
の
み
を
実
施
し
て
い

る
が
、
災
害
見
舞
金
請
求
期

限
の
到
来
に
伴
い
、
平
成

年
３
月

日
を
も
っ
て
解
散

す
る
も
の
。

【
賛
成
多
数

可
決
】

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

水
道
部
企
業
職
員
の
給
与
の

条
例
の
一
部
改
正
の

趣
旨
は
何
か
。

福
祉
部
長

介
護
保
険
制

度
と
整
合
性
を
図
る
た
め
に

一
部
改
正
し
た
。
平
成

年

の
制
度
発
足
に
合
わ
せ
て
、

５
年
間
経
過
措
置
で
対
応
し

て
き
た
。

◆
議
案
第
８
号

京
田
辺
市

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
の
委
員
に
新
た
に
被
用
者

保
険
等
保
険
者
を
代
表
す
る

委
員
を
加
え
る
も
の
。

【
賛
成
全
員

可
決
】

被
保
険
者
を
代
表
す

る
委
員
４
人
の
選
考
基

準
は
。

助
役

市
内
に
在
住
す
る

被
保
険
者
で
、
地
域
、
男
女
、

年
齢
等
を
勘
案
し
、
適
切
で

あ
る
と
判
断
し
た
方
に
委
嘱

し
て
い
る
。

◆
議
案
第

号

京
都
府
住

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
管

理
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
京

都
府
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付

事
業
管
理
組
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

【
賛
成
多
数

可
決
】

◆
議
案
第

号

京
都
府
住

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
管

理
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
の
減
少
に
伴
う

財
産
処
分
に
つ
い
て

【
賛
成
多
数

可
決
】

限
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
具
体
的
な
法
人
は
ど
こ

か
。社

会
福
祉
課
長

社
会
福

祉
協
議
会
、
た
な
べ
緑
の
風

作
業
所
、
私
立
保
育
園
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
が

対
象
。
市
内
に
限
定
し
て
い

な
い
。

◆
議
案
第
７
号

京
田
辺
市

高
齢
者
生
活
支
援
ヘ
ル
パ
ー

派
遣
手
数
料
の
徴
収
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て

【
賛
成
多
数

可
決
】

２
月

日
、
ウ
ィ
メ
ン
ズ

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
京
都
の
井

上
摩
耶
子
先
生
を
迎
え
、
議

員
研
修
会
を
開
き
ま
し
た
。

女
性
の
人
権
を
め
ぐ

っ
て

を
テ
ー
マ
に
、
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
携
わ
っ

て
経
験
さ
れ
た
具
体
的
事

例
を
交
え
な
が
ら
の
講
演

が
あ
り
ま
し
た
。

職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や

家
庭
内
で
の
ド
メ
ス
テ
ィ

ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
が
子

ど
も
に
大
き
く
影
響
す
る

こ
と
な
ど
、
議
員
活
動
に

お
い
て
参
考
に
な
る
有
意

義
な
も
の
で
し
た
。

議員研修会（議会全員協議会室）

年（平成 年） 月 日




